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新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養施設における 
看護師派遣契約企画提案募集要項 

 

１ 件名 
  新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養施設における看護師派遣契約 

 

２ 契約の概要 
（１）契約期間 

   令和３年４月１日から令和３年６月３０日まで 

 

（２）業務内容 

   別紙「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養施設における看護師派

遣契約仕様書」のとおり。 

 

（３）派遣場所 

   成田ゲートウェイホテル（成田市大山６５８） 

   ザエディスターホテル成田（成田市東町１６８－１） 

   東横ＩＮＮ千葉みなと駅前（千葉市中央区中央港１－２３－１） 

   ※新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、派遣場所を追加又は変更する場

合がある。 

 

（４）派遣料の上限 

   ８７，３６０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

（５）契約の条件 

   この契約は、令和３年２月議会において令和３年度予算案が成立し、かつ、県と前

記（３）の各宿泊施設との賃貸借契約が成立することを締結の前提条件とする。 

 

３ 参加資格 
  本件企画提案に参加を申し込む事業者（以下「提案者」という。）の参加資格要件は、

次の（１）から（６）までの全ての項目に該当する者とする。なお、提案者が本件企画

提案の実施期間中又は選定後契約締結日までの間において、いずれかの項目に該当しな

くなった場合、企画提案の参加資格を取り消し、又は契約を締結しない。 

（１）仕様書で定める看護師派遣について、十分な遂行能力を有し、適正な執行体制を有

すること。 

（２）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６
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０年法律第８８号）における労働者派遣事業許可を受けていること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者に該当

しないこと。 

（４）参加申込日から契約締結日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入

札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 

（５）参加申込日から契約締結日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止

等基準（昭和５７年１２月１日制定）に基づく、指名停止及び物品調達等の契約に係

る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれていない

こと。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に掲げる暴力団、同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する団体及

びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

 

４ スケジュール 
（１）質問受付期限 令和３年３月３日（水）午後５時必着 

（２）参加申込期限 令和３年３月１０日（水）午後５時必着 

（３）選定委員会  令和３年３月中旬（提案者に対して別途通知） 

（４）結果通知   令和３年３月中旬（選定後、速やかに通知） 

（５）契約締結   令和３年４月１日（木） 

 

５ 質問について 
（１）提出方法 

   本件企画提案に関する質問は、電子メールにより受け付ける。質問は、件名に「宿

泊療養施設における看護師派遣契約に係る企画提案についての質問」、本文に事業者

名、連絡先、担当者名を記載の上、下記（３）のメールアドレスまで送信すること。

また、送信後に下記担当者宛に電話で一報を入れること。 

   回答は、県から質問者へ直接電子メールにより行い、質問及び回答の内容はホーム

ページに掲載する。ただし、応募の状況、選定委員名等に関する質問は受け付けない。 

（２）受付期限 

   令和３年３月３日（水）午後５時必着 

（３）送信先 

   千葉県健康福祉部衛生指導課企画調整班ホテルグループ 担当：鈴木 

   電話番号 ０４３－２２３－４３０１ 

   メールアドレス honbu10@mz.pref.chiba.lg.jp 

 



3 

６ 参加申込み 
（１）提出書類 

   提出書類は、次のアからウまでのとおりとする。 

  ア 参加申込書（別添様式） 

  イ 企画提案書（自由様式） 

    全てＡ４サイズに統一の上、次の事項を網羅し、明確かつ具体的に記載すること。 

    ・宿泊療養施設へ派遣する看護師の選定方法及び選定基準 

    ・看護師の選定及び勤務日の調整を行う事業者の従業員体制 

    ・千葉県が看護師の派遣を依頼してから派遣を開始するまでに要する日数（１４

日以内とする。）並びに看護師の選定及び勤務日の調整等を行う業務スケ

ジュール（１４日以内に派遣を開始できる業務スケジュールとすること。） 

    ・看護師の増員又は減員を依頼した際の対応方法とこの対応に要する日数 

    ・事業者と看護師との連絡体制 

    ・看護師の勤務状況の確認方法、勤務評価の方法、勤務評価が低い場合の指導体

制 

    ・看護師の雇用形態（有期雇用又は無期雇用） 

    ・看護師の社会保険の加入の有無 

    ・千葉県との連絡体制（平日と土日祝日で対応が異なる場合は、それぞれの対応

を記載すること。） 

    ・看護師の急な欠員への対応方法（平日と土日祝日で対応方法が異なる場合は、

それぞれの対応方法を記載すること。） 

    ・事業者の概要について（従業員数、資本金等） 

    ・看護師の全登録者数 

    ・千葉県内にて勤務可能な看護師の登録者数 

    ・新型コロナウイルス感染症の宿泊療養施設での勤務経験がある看護師の登録者

数 

    ・同種の契約の履行実績について（派遣先、派遣期間、派遣人数、依頼された派

遣人数を充足するまでに要した日数等を明確に示した上で記載すること。なお、

記載する実績は、千葉県からの受注に限定されない。） 

ウ 見積書 

    次の事項を記載すること。 

    ・事業者名、事業者住所、代表者職氏名を記載の上、代表者印を押印のこと。 

    ・日勤、夜勤それぞれの１日１人当たりの金額（税抜。時間外勤務を除き、業務

に要する費用（旅費等）を全て含む。） 

    ・時間外勤務が生じた場合の日勤、夜勤それぞれの１時間１人当たりの金額（税

抜） 
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（２）提出部数 正本１部、副本４部 

（３）提出方法 持参又は郵送（提出先は下記「１２ 問合せ先・提出先」のとおり） 

（４）提出期限 令和３年３月１０日（水）午後５時必着 

（５）受付時間 開庁日の午前９時から午後５時まで 

 

７ 最優秀提案者の選定 
（１）選定方法 

   「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養施設における看護師派遣契

約選定委員会（以下「選定委員会」という。）」において、提案者から提出された企

画提案書等の書面及び提案者へのヒアリングに基づき、下記（２）の審査方法による

審査を行い、最も優れた提案をした者を最優秀提案者として選定する。 

   選定委員会の開催日時、ヒアリングの実施日時等の詳細は、提案者に対してのみ、

別途通知する。 

   なお、選定委員会は非公開とし、委員に関することや審査内容に関することなど一

切の問合せに応じない。 

 

（２）審査方法 

  ア 提案者が複数の場合 

  （ア）選定委員会において、各委員が下記（３）の審査基準により採点を行い、最上

位（１００点満点中の合計得点が最も高い者をいう。）に順位付けした委員の数

が最も多い提案者を最優秀提案者として選定する。 

  （イ）上記（ア）で最優秀提案者を選定できない場合には、各委員の採点結果を合計

し、最高得点を獲得した者を最優秀提案者に選定する。 

  （ウ）上記（イ）で最優秀提案者を選定できない場合には、委員の多数決により最優

秀提案者を決定する。 

  （エ）上記（ウ）で最優秀提案者を選定できない場合には、委員長の決するところに

よる。 

  （オ）上記（ア）から（エ）までにかかわらず、各委員の採点結果のうち、１人でも

１００点満点中６０点に満たない得点となった提案は、原則として採用しない。

また、全委員の採点結果が１００点満点中６０点以上であっても、下記（３）の

審査基準の各号に掲げる項目のうち、全委員の採点で著しく低い得点となった項

目がある場合には、選定委員会の合議により、その提案を採用しないことができ

る。 

  イ 提案者が１者の場合 

    選定委員会において、各委員が下記（３）の審査基準により採点を行い、全委員

の採点結果が１００点満点中６０点以上であれば、当該提案者を最優秀提案者に決
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定する。 

 

（３）審査基準 

   選定委員会における審査基準は、次の各号に掲げるところによるものとする。 

  ア 看護師の派遣業務への対応能力（４０点） 

    ・県内の宿泊療養施設において、必要な人数を間断なく派遣可能で、増員又は減

員が必要になった際に迅速に対応可能か。 

    ・適切な人材の確保に努めているか。 

  イ 看護師の管理体制（２０点） 

    ・看護師の勤務状況の確認方法及び看護師との連絡体制は適切か。 

    ・看護師の勤務評価方法及び評価後の指導体制は適切か。 

  ウ 事業の実施体制（１０点） 

    ・業務責任者が明確で、千葉県との連絡体制が確立されているか。 

  エ 契約履行の確実性（２０点） 

    ・契約履行が確実と言えるか。 

    ・看護師派遣について、過去にどのような履行実績を有しているか。 

  オ 見積額（１０点） 

    ・見積額は、常に間断なく看護師を派遣するために妥当な金額か。 

 

８ 選考結果 
（１）選考結果は、選定後、速やかに提案者に書面にて通知する。 

（２）選考結果に関する問合せについては、一切応じない。 

 

９ 提案者の失格 
 次の各号のいずれかに該当する場合は失格とする。なお、最優秀提案者の決定後で

あっても、同様とする。 

（１）参加資格のない者が応募した場合（応募後に参加資格を取り消された場合を含む。） 

（２）提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４）破産手続、会社更生手続等の開始又は手続開始の申立て等の事由により、契約履行

が困難と認められるに至った場合 

（５）選考の公正性及び公平性を害する行為があった場合 

（６）前各号に定めるもののほか、企画提案に当たり著しく信義に反する行為がある場合、

事業の目的に照らして採用し得ない提案内容である場合等、選定委員会において失格

と認められた場合 
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１０ 契約 
（１）県は、最優秀提案者と契約締結に向けて協議する。協議の結果、最優秀提案者と契

約に至らなかったとき、又は最優秀提案者が前記「９ 提案者の失格」に定める要件

により失格となったときは、次点の提案者と順次協議する。 

（２）本件契約の目的達成のために必要と認められるときは、前記（１）の協議により、

仕様の一部を変更する場合がある。 

（３）県は、千葉県財務規則（昭和３９年千葉県規則第１３号の２）に定める契約手続に

より、確定した仕様に基づいた見積書を徴し、県が定める金額の範囲内で契約を締結

する。 

（４）契約に係る権利又は義務について、県の承諾なしに第三者に譲渡してはならない。

また、契約に基づき履行すべき業務の全部又は一部について、県の承諾なしに第三者

に委託してはならない。 

（５）契約の際、地方自治法施行令第１６７条の１６及び千葉県財務規則第９９条の規定

により、契約保証金（契約金額の１００分の１０以上）を納付しなければならない。

ただし、契約保証金は免除できる場合がある。 

 

１１ その他 
（１）企画提案に要する経費は、全て提案者の負担とする。 

（２）提出書類は、提出後の撤回、差替、修正等は一切認めない。また、提出書類は、一

切返却しない。 

（３）提出書類は、千葉県情報公開条例（平成１２年千葉県条例第６５号）に基づき開示

の対象となる場合がある。 

（４）提出書類は、企画提案の選定業務に使用する目的に限り、必要に応じて複写するこ

とがある。 

（５）企画提案において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 

１２ 問合せ先・提出先 
 〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１－１ 

 千葉県健康福祉部衛生指導課企画調整班ホテルグループ 担当：鈴木 

 電話 ０４３－２２３－４３０１ 

 メール honbu10@mz.pref.chiba.lg.jp 

 


